
〇山都町有機ＪＡＳ認証補助金交付要綱 

令和２年４月９日 

告示第３９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、有機農業における有機ＪＡＳ認証の定着と取組拡大を図

り、安心安全の農業を推進するため、有機ＪＡＳ認証の取得に取り組む農業

者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を

交付することに関し、山都町補助金等交付規則（平成１７年山都町規則第３

５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（補助金の交付） 

第２条 町は、農業者で、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する

者に対し、予算の範囲において、補助金を交付する。 

（１）山都町内に住所を有する者であること。 

（２）事業実施年度に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律（昭和２５年法律第１７５号）に基づき、新規又は継続して有機農産

物の認定を受けた者（その者が団体にあってはその構成員）であるこ

と。 

（３）有機農産物の生産行程管理者であること。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額は、下表の

とおりとする。 

区分 対象となる経費 補助金額 

新規取得者 認定機関における有機農産物（生産行

程管理者）の認証に係る経費 

・認定事業者の年次調査結果の判定

を含む 

・交通費、宿泊費を含む 

対象となる経費の１

０／１０以内（１，０

００円未満切捨て） 

継続者 対象となる経費の８

／１０以内（１，００

０円未満切捨て） 



（補助金の交付申請及び実績報告） 

第４条 規則第３条第１項に規定する補助金交付申請書及び規則第１２条第１

項に規定する実績報告書（以下「補助金交付申請書等」という。）は、様式

第１号のとおりとする。 

（補助金交付の決定及び額の確定） 

第５条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請及び実績報告があったと

きは、当該申請に係る書類の審査等を行い、予算の範囲内において補助金の

交付を決定し、補助金交付決定及び確定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（状況報告及び調査） 

第６条 町長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の実施状況等の報告を

求め、又は調査することができる。 

（補助金の請求） 

第７条 規則第１６条第１項に規定する補助金請求書は、様式第３号のとおり

とする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第８条 町長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な申請

を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、対象事業の当該

取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。 

２ 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく

補助金を返還しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定

める。 

附 則 



この要綱は、告示の日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

山都町長     様 

           

住 所             

氏 名          印  

電話番号            

 

年度山都町有機ＪＡＳ認証補助金交付申請書及び実績報告書 

 

 山都町有機ＪＡＳ認証補助金交付要綱第４条の規定により下記のとおり補助金を交付さ

れるよう、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 補助金交付申請及び実績額    金         円 

 

添付書類 

１．当該年度に登録認定機関により交付された有機ＪＡＳの認定証又は 

年次調査結果の証明書の写し 

２．有機ＪＡＳ認証を受けているほ場の一覧がわかる書類の写し 

３．有機ＪＡＳ認定申請料等の領収書の写し 

※請求書等明細がわかる書類を添付すること 

 



様式第２号（第５条関係） 

第    号 

年  月  日 

  様 

 

山都町長         

 

 

年度山都町有機ＪＡＳ認証補助金交付決定及び確定通知書 

 

   年 月 日付けで交付申請及び実績報告のあった  年度山都町有機ＪＡＳ認証補

助金については、山都町有機ＪＡＳ認証補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交

付を決定し、併せて額を確定したので通知します。 

 

記 

 

補助金の交付決定及び確定額   

金         円 



様式第３号（第７条関係） 

年  月  日  

山都町長     様      

 

住 所             

氏 名          印  

 

年度山都町有機ＪＡＳ認証補助金請求書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定及び確定通知のあった山都町有

機ＪＡＳ認証補助金として、下記の金額を交付されるよう山都町補助金等交付規則第１

６条第１項の規定により請求します。 

 

記 

 

請求額 金         円 

補助金振込先 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

金融機関  支店名等  

口座種類  

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 


